
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに交差し合って軸組固定される柱状の受部材（１）及び交差部材（２）と、両部材間
にあって両部材を互いに係止固定せしめる軸組フック（３）とを備え、該軸組フック（３
）が受部材（１）内に挿入係止されて受部材（１）側に軸組フック（３）自体を係着せし
める係止フック（８）と、上記係着状態で受部材（１）の軸組面より突出して交差部材（
２）の木口側を受け止めて係止する受けフック（７）とを備えてなる構造において、上記
受部材（１）内に挿入され、その挿入端側が受部材（１）内部で前記係止フック（８）と
係脱可能に係止されることにより、前記受けフック（７）が交差部材（２）を受け止めた
際に、受部材（１）の前記軸組面の反対側からの支持反力を補うように牽引作用をする補
強連結具（１６）を設け、該補強連結具（１６）が棒状のピン（１７）からなり、係止フ
ック（８）に係止される係止部が、ピン（１７）の端部周面に形成され係止フック（８）
を収容係止する溝状の係止部（１７ａ）である建築用軸組構造。
【請求項２】
　　受部材（１）の周面の相対向する軸組面に軸組フック（３）を係着し、受部材（１）
の両側に交差部材（２）を軸組固定する構造において、受部材（１）内の相対向する係止
フック（８）間に補強連結具（１６）を挿入配置し、補強連結具（１６）の両端側

を受部材（１）の内部で両係止フック（８）に係止して連結した
請求項１の建築用軸組構造。
【請求項３】
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に形成
された係止部（１７ａ）



　　補強連結具（１６）の一端を係止フック（８）に係止し、他端を受部材（１）の軸組
フック（３）を取り付けた軸受面の反対周面側に係止してなる請求項１の建築軸用軸組構
造。
【請求項４】
　　受けフック（７）に対する係止フック（８）の位置を上下方向に変位させて設けた少
なくとも二種類の軸組フック（３），（３′）を、受部材（１）の周面の互いに交差する
方向より挿入して係着し、各軸組フック（３），（３′）に係止される補強連結具（１６
）が受部材（１）内で相互に干渉しない状態で交差する構造とした請求項１又は２又は３
の建築用軸組構造。
【請求項５】
　　互いに交差し合って軸組固定される柱状の受部材（１）と交差部材（２）間にあって
両部材を互いに係止固定せしめ、受部材（１）内に挿入係止されて受部材（１）側に軸組
フック（３）自体を係着せしめる係止フック（８）と、上記係着状態で受部材（１）の軸
組面より突出して交差部材（２）の木口側を受け止めて係止する受けフック（７）とを備
えた軸組フック（３）と、上記受部材（１）内に挿入され、その挿入端側が受部材（１）
内部で前記係止フック（８）と係脱可能に係合されることにより、前記受けフック（７）
が交差部材（２）を受け止めた際に、受部材（１）の前記軸組面の反対側からの支持反力
を補うように牽引作用をする補強連結具（１６）とからな

建築用軸
組具。
【請求項６】
　　補強連結具（１６） ピン（１７）の一端に受部材（１）の軸受面の反対側の周面
に当接して係止されるフランジ状又は鍔状又は丸頭状のヘッド部からなる係止部（１７ｂ
）を形成した請求項５の建築用軸組具。
【請求項７】
　　係止フック（８）の下端部に補強連結具（１６）の係止部（１７ａ）を収容すること
によって該係止部（１７ａ）と係脱可能に係合する切欠からなる係止部（８ｄ）を設けた
請求項５又は 建築用軸組具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は主として木造建築における建築用軸組構造とその軸組具に使用される軸組具に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来木造建築における柱や梁類の軸組にフック状の金具（軸組フック）を軸組面内に介挿
させ、軸組部材同士をピン止め固定する構造及び軸組具として特許第２８７９３９２号，
同第２９６４１２６号等が、本発明者によって提案されており、特に後者の発明は前者の
発明を改良したもので、軸組固定の安定性や精度、強度及び軸組の作業性等の面で完成度
の高い技術として実施の実績も相当量に至っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記軸組フックを例えば図１又は上掲各公報の図１に示すように、柱の相対向す
る左右両面（又は前後左右両面）の軸組面内に挿入係止して、その突出端側に二方向又は
四方向から梁部材の木口側のスリットを嵌合させてピン止めする場合は、柱断面内へのフ
ックの挿入孔の掘削により、柱の断面積が少なくなる。
【０００４】
その結果、地震その他の原因でフックに過大な負荷が掛かった場合、軸組部分の柱の水平
断面内で相対向するフック同士に引っ張り方向の力が作用し、柱断面が前後方向又は前後

10

20

30

40

50

(2) JP 3996343 B2 2007.10.24

り、補強連結具（１６）が棒状
のピン（１７）からなり、係止フック（８）に係止される係止部が、ピン（１７）の端部
周面に形成され係止フック（８）を収容係止する溝状の係止部（１７ａ）である

が該

６の



左右方向に引き裂かれる可能性があるほか、フックに下向きの過大な曲げモーメントが加
わると、フックを挿入係止している柱側の係止孔が破壊されて、フックが外れて軸組自体
が破損する懸念がある。
【０００５】
また図２に示すように、柱等の片側にのみ梁を交差させて軸組する場合も、上記同様に過
大な曲げモーメントが加わることにより、軸組部の破損を招くことが懸念される。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明の軸組構造は、第１に、互いに交差し合って軸組固定さ
れる柱状の受部材１及び交差部材２と、両部材間にあって両部材を互いに係止固定せしめ
る軸組フック３とを備え、該軸組フック３が受部材１内に挿入係止されて受部材１側に軸
組フック３自体を係着せしめる係止フック８と、上記係着状態で受部材１の軸組面より突
出して交差部材２の木口側を受け止めて係止する受けフック７とを備えてなる構造におい
て、上記受部材１内に挿入され、その挿入端側が受部材１内部で前記係止フック８と係脱
可能に係止されることにより、前記受けフック７が交差部材２を受け止めた際に、受部材
１の前記軸組面の反対側からの支持反力を補うように牽引作用をする補強連結具１６を設
け、該補強連結具１６が棒状のピン１７からなり、係止フック８に係止される係止部が、
ピン１７の端部周面に形成され係止フック８を収容係止する溝状の係止部１７ａであるこ
とを特徴としている。
　第２に、受部材１の周面の相対向する軸組面に軸組フック３を係着し、受部材１の両側
に交差部材２を軸組固定する構造において、受部材１内の相対向する係止フック８間に補
強連結具１６を挿入配置し、補強連結具１６の両端側に形成された係止部（１７ａ）を受
部材１の内部で両係止フック８に係止して連結したことを特徴としている。
　第３に、補強連結具１６の一端を係止フック８に係止し、他端を受部材１の軸組フック
３を取り付けた軸受面の反対周面側に係止してなることを特徴としている。
　第４に、受けフック７に対する係止フック８の位置を上下方向に変位させて設けた少な
くとも二種類の軸組フック３，３′を、受部材１の周面の互いに交差する方向より挿入し
て係着し、各軸組フック３，３′に係止される補強連結具１６が受部材１内で相互に干渉
しない状態で交差する構造としたことを特徴としている。
【０００７】
　また同様に本発明の軸組具は、第１に、互いに交差し合って軸組固定される柱状の受部
材１と交差部材２間にあって両部材を互いに係止固定せしめ、受部材１内に挿入係止され
て受部材１側に軸組フック３自体を係着せしめる係止フック８と、上記係着状態で受部材
１の軸組面より突出して交差部材２の木口側を受け止めて係止する受けフック７とを備え
た軸組フック３と、上記受部材１内に挿入され、その挿入端側が受部材１内部で前記係止
フック８と係脱可能に係合されることにより、前記受けフック７が交差部材２を受け止め
た際に、受部材１の前記軸組面の反対側からの支持反力を補うように牽引作用をする補強
連結具１６とからな

ことを特徴としている。
　第 に、補強連結具１６ ピン１７の一端に受部材１の軸受面の反対側の周面に当接
して係止されるフランジ状又は鍔状又は丸頭状のヘッド部からなる係止部１７ｂを形成し
たことを特徴としている。
　第 に、係止フック８の下端部に補強連結具１６の係止部１７ａを収容することによっ
て該係止部１７ａと係脱可能に係合する切欠からなる係止部８ｄを設けたことを特徴とし
ている。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の軸組具を用いた軸組構造で、柱を構成する縦方向の柱状の受部材１の４面
に対し、それぞれ梁を構成する柱状の交差部材２を直交方向に交差させて軸組みするもの
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り、補強連結具１６が棒状のピン１７からなり、係止フック８に係止
される係止部が、ピン１７の端部周面に形成され係止フック８を収容係止する溝状の係止
部１７ａである

２ が該

３



である。この例では受部材１の各面に対して軸組フック３の基端部を挿入係止して突出さ
せ、該軸組フック３の突出端に対し、スリット付の交差部材２に横差ししたピン６を係止
させて軸組みするものである。
【０００９】
上記軸組フック３は軽量で強度のあるアルミ合金等の金属又はＦＲＰ等の合成樹脂成形品
からなり、図３に示すように板状の受けフック７と係止フック８及び両者間に一体的に設
けられるキー部９とで構成されている。
【００１０】
このうち受けフック７は上部先端位置には先端側内面が傾斜し、底部がピン６の周面と一
致するアールをなすＶ字形の係合溝７ａを形成するとともに、係合溝７ａの下方位置の受
けフック７下端には同じくピン６を挿通嵌合せしめるピン孔７ｂが穿設されている。
【００１１】
さらに受けフック７の外周はやや厚肉で板状の周縁部７ｃを形成し、その内部は薄肉のリ
ブ状に形成されるとともに、基端部寄りには指を通して持ち易くなるように把持孔７ｄが
穿設されて全体として軽量化が図られている。さらに周縁部７ｃのみ所定の厚みを確保す
ることでフック強度の保持ができるほか、内側を薄肉として凹部にすることで後述する交
差部材２側のスリット２ａに差し込み嵌合する際にスリット両面との接触面が少なく、交
差部材２の落込みがスムースになる。
【００１２】
受けフック７の基端７ｅ側の上方位置には、長円形断面のボスからなる係止アーム８ａが
上記係合溝７ａ底部の円弧の中心と略同一半径のアールを形成して突設されている。
【００１３】
また該係止アーム８ａの先端には、上下に長円形をなす係止プレート８ｂが、上面が同一
高さとなるように付設されて係止フック８が形成されている。
【００１４】
さらに上記係止プレート８ｂの基端部側であって、係止アーム８ａの下方には、該係止ア
ーム８ａと同一横幅で長円形のキー部９が一体的に設けられ、係止フック８側端面は、受
部材１との押接面９ｂを形成している。
【００１５】
このようにキー部９，係止アーム８ａ，係止プレート８ｂの下端は、後述する受部材１の
係止孔の底部と密着するように共に同一縦軸線上で正円形の円弧状（アール）をなしてい
る。
【００１６】
上記フック構造に対し、受部材１側には軸組フック３の係止フック８を挿入係止する係止
穴１１が切削形成されており、該係止穴１１には係合部の係止プレート８ｂを最深部まで
嵌合挿入する係止プレート８ｂと同径のガイド穴１１ａが穴の上端を形成し、さらに該ガ
イド穴１１ａとともにさらに長い長径の長円形を形成するように下方に延び、最終的に係
止プレート８ｂを落とし込むように下降スライドさせて係止せしめる差込穴１１ｂが形成
されている。
【００１７】
そして差込穴１１ｂの上下方向の中心と同芯に軸組フック３の係止アーム８ａを嵌合状態
で下方へ案内する固定穴１１ｃが、上記ガイド穴１１ａ及び差込穴１１ｂに通じるように
形成され、さらに上記固定穴１１ｃの表面側下方には固定穴１１ｃと同形で、前述したキ
ー部９を嵌合収容する受圧穴１１ｄが下方に延設される形で凹設されている。
【００１８】
一方交差部材２にはその先端（木口）中央に前記受けフック７を嵌合挿入する縦方向のス
リット２ａが形成されるとともに、受部材１と軸組固定時に、軸組フック３のピン孔７ｂ
及び係合溝７ａ底部とのピッチに対応するピッチでピン６の差込孔２ｂが上下に且つ横方
向に穿設され、このうち上側のピン差込孔２ｂにはスリット２ａを貫くようにピン６が予
め打ち込み固定される。
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【００１９】
本実施形態では、図１～３に示すように軸組フック３を上下方向にして、係止フック８の
係止プレート８ｂを受部材１のガイド穴１１ｃの最深部まで挿入し、軸組フック３を下向
きにスライドさせることにより受部材１に係着する。
【００２０】
この状態（図１，図２の状態）では係止プレート８ｂは差込穴１１ｂ内に嵌合収容され、
固定穴１１ｃの左右両側及び下端部周辺の差込穴１１ｂ側内面に当接係止されるとともに
、軸組フック３の上下方向の固定（左右の傾きの規制）は、軸組フック３側の係止アーム
８ａ及びキー部９の左右両側面と、固定孔１１ｃ及び受穴１１ｄの左右両内面との接触に
よって行われる。
【００２１】
また軸組フック３を下限位置までスライド下降した状態では、係止フック８及びキー部９
の各部の底面と係止穴１１のこれらと対応する底面とが同時に接触するように構成される
とともに、軸組フック３の受けフック７側に下向きの荷重が掛かった場合は、さらにキー
部９の背面側と受穴１１ｄの奥面が押接し合って、受部材１に対する軸組フック３の定位
置への係止姿勢を保持する。
【００２２】
上記のように受部材１に固定された軸組フック３に対し、交差部材２を組み付けるには、
前記従来技術にも示されるように、上側のボルト４のみを横差しした交差部材２の木口を
受部材１の表面に沿わせながら下降させると、ボルト４が係合溝７ａに収容係止される。
【００２３】
この時交差部材２はその自重又はさらにゴムハンマー等で打撃を受けながら下降されるの
で、ボルト４はこれらの荷重によって係合溝７ａの先端側のＶ字形傾斜内面に案内されて
交差部材２全体を受部材１側に押接する形で締め固められ、下限位置で上下及び軸方向の
位置決めが強固に固定されながら行われる。最後に下側のボルト孔２ｂ，７ｂにボルト４
を横通しして締着することにより、１本の交差部材２の片側の軸組みが完了する。
【００２４】
以上の構成は、軸組構造及び軸組具共に前掲した特許第２９６４１２６号の公報に示され
る構成と同一である。（但し、上記従来技術における面取り８ｃ，逃げ面９ａ等は表示上
省略されている。）これに対しこの発明では、交差部材２を通じて軸組フック３に対して
曲げモーメントが加わった際に受部材１が破損して軸組部自体が破壊するのを防ぐために
以下に説明する補強構造を提供するものである。
【００２５】
すなわち、受部材１の係止穴１１内に係止フックを挿入して下方にスライドさせることに
より、軸組フック３を係着した状態で、軸組フック３の受けフック７に外力が作用して係
止プレート８ｂの係止力に対して軸組面側への引張方向の力が作用した際に、上記係止プ
レート８ｂを軸組面の反対側方向への引き止めるように、さらに係止力を補って強化する
補強連結具（図６参照）とそのための軸組構造を提供するものである。
【００２６】
図６（Ａ）は柱状の受部材１の相対向する両側の軸組面より軸組フック３を係着した場合
に、両軸組フック３を受部材１内で連結係止する補強用の連結具１６を示し、この例では
金属製又は高強度のＦＲＰ等からなる丸ピン１７の両端側に、軸組フック３の係止プレー
ト８ｂを嵌合せしめる幅の角溝状の係止部１７ａを刻設し、該係止部１７ａのピッチは受
部材１内に両側より係着した一対の係止プレート８ｂ，８ｂ間のピッチに対応している。
【００２７】
これに対し、各軸組フック３の係止プレート８ｂの下端中央には上記丸ピン１７の溝状係
止部１７ａ内の外径に等しく且つこれを嵌合せしめる半円状又は半長円状の切欠きからな
る係止部８ｄが形成され、さらに係止アーム８ａの下端周面にも丸ピン１７の端部を適合
状態で収容する円弧状の切欠き（凹部）８ｅが形成されている。また受部材１内の差込穴
１１ｂの底部には前記ピン１７の外径と一致する径で、受部材１の軸芯と直交する挿通孔
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１１ｅが穿設されている。
【００２８】
そして上記連結具を用いた軸組作業時には、挿通孔１１ｅに予めピン１７を定位置で挿通
しておき、左右の軸組フック３を各係止孔１１に挿入して落とし込めば、係止プレート８
ｂの係止部８ｄが、ピン１７の両端の溝状の係止部１７ａに嵌合され、各係止部プレート
８ｂと係止部１７ａが互いに係合し合って左右の軸組フック３が一体的な連結状態で受部
材１に係着される。
【００２９】
その結果各軸組フック３の一方又は両方に下向き方向の負荷（主に曲げモーメント）が加
わっても、両軸組フック３は互いに補強連結具１６を介して牽引し合うことによって、受
部材１の断面内に引裂き方向の力が加わるのを防止する構造になっている。
【００３０】
図２及び図６（Ｂ）は、受部材１の片面にのみ軸組フック３を係着する場合の軸組構造及
び補強連結具１６′を示し、この例では補強連結具１６′のピン１７の一端には、上述し
た連結具１６の場合と同様に角溝状の係止部１７ａを形成するが、他方の端部にはやや大
きめの径のフランジ状、鍔状、又は丸頭状等に一体形成されたヘッド部からなる係止部１
７ｂが設けられており、軸組フック３側の係止プレート８ｂにおける係止部８ｄと係止穴
１１の構造、挿通孔１１ｅの径及び位置は上述した例と同一である。
【００３１】
しかし、一方のフランジ状又は丸頭状の係止部１７ｂの例においては、受部材１の軸組面
の反対側（反軸組面側）には、係止部１７ｂを収容して突設しないように上記挿通孔１１
ｅと同芯の座繰り１１ｆが形成されている。この例では予め反軸組面側からピン１７を打
ち込み固定しておいて、軸組フック３を係着することにより、軸組フック３は補強連結具
１６′を介して受部材１の反軸組面側に係止されて軸組構造の補強が行われることになる
。
【００３２】
図７（Ａ），（Ｂ）は受部材１に軸組フック３を係着した状態で、振動等により軸組フッ
ク３の上下動を規制して防止する金属又は合成樹脂製等のスペーサー１９の構造を示して
いる。
スペーサー１９は軸組フック３は係着した状態で係止穴１１の上面との間に形成される空
間部に、軸組面側から水平方向に挿入嵌合せしめるように、外形が長円形をなし、その中
央には差込時に受けフック７の上端を挿通せしめる上下方向のスリット１９ａが形成され
ている。
【００３３】
また上記スリット１９ａの下部開放端両側には全体として軸組フック３の係止アーム８ａ
の上面に適合して接触する円弧状の切欠１９ｂが形成され、さらにスペーサー１９の一端
の下部コーナーには、軸組両側より差し込んだ（又は打ち込んだ）際に、係止プレート８
ｂと干渉させないための切欠１９ｃが形成されている。その差込状態は図１に示す通りで
ある。
【００３４】
次に受部材１の四方（又は三方）から交差部材２を突き合わせて十字状（又はＴ字状）に
軸組する場合の例について説明すると、この場合はすべて同一構造の軸組フック３を使用
すると交差方向のピン１７が受部材１の中心で相互に交差して干渉し合うことになり、予
めピン１７を差込挿入しておくことが不可能になる。　したがってこのケースでは図３に
示す軸組フック３と図４に示す軸組フック３′とをそれぞれ一対づつ組み合わせて使用す
る。
【００３５】
即ち、図１の実線と図３に示す軸組フック３に対し、図１の仮想線と図４に示す軸組フッ
ク３′は、受けフック７に対する係止フック８の相対高さを所定寸法上方にずらして形成
してあり、図示する例では図４の軸組フック３′では、係止アーム８ａと受けフック７の
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上端が同一高さとなっている。
【００３６】
これに対する係止穴１１自体の構造はいずれも同一であるが、図１に示すように左右方向
の軸組フック３用の係止穴１１に対し、前後方向の軸組フック３用の係止穴１１′は上方
にずらされており、その結果両者の補強連結具差込用の挿通孔１１ｅと同１１ｅ′の上下
位置も互いに干渉しないように上下にずらされた位置にあり、互いの受けフック７のみ（
即ち交差し合う交差部材２同士）が同一高さに保持される構造となっている。
【００３７】
なお、交差部材２が三方向に交差する場合は、例えば図３に示す軸組フック３を２個用い
、これに図４に示す軸組フック３′を１個組み合わせ、図６（Ｂ）に示す補強連結具１６
′を用いればよく、その逆の組み合わせも可能である。
【００３８】
上記実施形態は、いずれも垂直方向の受部材１に対して水平に交差部材２を軸組した例を
示したが、例えば、木造建築における土台のように水平な受部材１の側面に対し、水平方
向の根太や大引き等を交差部材２として軸組する場合にも使用できる。
【００３９】
【発明の効果】
以上の如く構成される本発明によれば、柱状の受部材に係着された軸組フックに、交差部
材側より過大な外力が作用した場合でも、軸組フックは補強連結具に係止されて反対側方
向に牽引された状態になり、受部材自体に強力な引裂き方向の力が作用するのを防止する
ことができ、軸組具全体が強固になるとともに軸組構造の破損を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の軸組構造と軸組具を例を示す要部断面図である。
【図２】本発明の軸組構造と軸組具の他の例を示す要部断面図である。
【図３】（Ａ），（Ｂ）は本発明軸組具を示す端面図及び側面図である。
【図４】（Ａ），（Ｂ）は本発明軸組具の他の例を示す端面図及び側面図である。
【図５】（Ａ），（Ｂ）は受部材側の係止穴の構造を示す断面図及び正面図である。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は共に補強連結具の異なる例を示す側面図である。
【図７】（Ａ），（Ｂ）はスペーサーの端面図及び側断面図である。
【符号の説明】
１　　受部材
２　　交差部材
３，３′　　軸組フック
７　　受けフック
８　　係止フック
８ｄ　係止部
１６，１６′　　補強連結具
１７　　ピン
１７ａ，１７ｂ　　係止部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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